
 

 

Ⅱ 暮らしやすいまち 

 

 

１ 健やかでやすらぎに満ちたまちづくり 

 

◇ 子育て環境の充実 

◇ 健康づくり 

◇ 医療・救急医療の充実 

◇ 介護サービス・予防の充実 

◇ 福祉対策の充実 

   

 

２ 誰もが住みたくなるまちづくり 

 

◇ 生活環境（生活道路・公園等）の整備 

◇ 上下水道の整備・充実 

◇ 防災体制の充実 

◇ 交通安全・防犯対策の推進 

◇ 定住化の推進 

◇ 情報化の推進 

 

 

３ 公平で効率の良いまちづくり 

 

◇ 男女共同参画の推進 

◇ 行財政改革の推進 

 

 

 

 

 

 

 



●●●子育て環境の充実●●●

（ ％ ）
（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

ヒブワクチン接種委託料

《担当： いきいき健康 課 子育て支援

5.9

万円

●財源内訳●
万円187.9

375.8

万円 50187.9

72

万円

万円小児肺炎用球菌ワクチン接種事業 1,105.9

万円5,259.1

万円

子育て支援医療費の助成
4,996

◆主な経費

審査支払手数料 257.2

他

●財源内訳●
18.39県

4,291.6

万円

万円 81.6
967.4

0.01
国保高額医療償還分
0.1

万円

万円

50

万円その他事務費

　◆主な経費

《担当： いきいき健康 課

万円800.2

係》

県 305.7
●財源内訳●

子育て支援医療費助成金支給事業

町

万円

　◆主な経費
375.8

○

県

○

町

町

○

ヒブワクチン接種事業

《担当： いきいき健康 課 子育て支援

係》

28

係》

万円

小児肺炎用球菌ワクチン接種委託料

1,105.9

子育て支援

受給者証の交付を受けたお子さんが、県内の医療機
関へ入院・通院等をした場合、受給者証と健康保険証
を提示すると保険診療分の医療費は、無料となりま
す。一部窓口無料にならない場合がありますが、その
場合は翌月以降申請書に領収書か医療機関の証明を添
付し、提出していただき、口座振込により助成しま
す。

対象者は出生の日から満15歳に達する年の最初の
3月31日までで、受給者証の申請をしない方は、助
成が受けられません。

助成を受けるには申請手続きが必要になります。

Ｈｉｂ（ヒブ）ワクチンは、子どもに髄膜炎などの
重症な感染症を引き起こすインフルエンザｂ型を予防
するためのワクチンです。

昨年度から一部助成を始めましたが、平成２３年１
月１１日から平成２４年３月３１日まで公費の全額負
担により窓口無料で接種出来ます。

対象年齢、接種回数は２カ月～７カ月未満児が４
回、７カ月～１２カ月未満児が３回、１２カ月～５歳
未満児が１回です。

小児用肺炎球菌ワクチンは、子どもに細菌性髄膜炎
などの重症な感染症を引き起こす肺炎球菌を予防する
ためのワクチンです。

昨年度から一部助成を始めましたが、平成２３年１
月１１日から平成２４年３月３１日まで公費の全額負
担により窓口無料で接種出来ます。

対象年齢、接種回数は２カ月～７カ月未満児が４
回、７～１２カ月未満児が３回、１歳～２歳未満児が
２回、２歳～９歳児が１回です。
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（ ％ ）
（ ％ ）

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇

●財源内訳●
県 582.5 万円 69

845.7 万円

○ 子宮頸がん予防ワクチン接種事業 845.7 万円

町 263.2 万円 31

　◆主な経費
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料

その他事務費 26.3 万円

53.71
46.28万円町

●財源内訳●

《担当： いきいき健康 課

◆主な経費

乳幼児健康診査事業

課

子育て支援 係》

子育て支援

ひとり親家庭医療費助成事業

《担当： 係》

○

いきいき健康

県 490.6 万円

422.8

ひとり親家庭医療費助成 869.4

その他事務費 6.8

国保高額療養費償還分

万円

万円

0.010.1 万円

他

審査支払手数料

《担当： いきいき健康

○

課 子育て支援

37.3
万円

係》

万円913.5

246.4
●財源内訳●

246.4

100

万円

万円

◆主な経費
医師、保健師、看護師謝金

町

220.1 万円

ひとり親（母子家庭、父子家庭）家庭の父母の所得
税が非課税で、かつ、ひとり親等の扶養義務者の所得
が制限内である、親や18歳未満の児童で受給者証の
交付を受けた方が、県内の医療機関へ入院・通院等を
した場合、受給者証と健康保険証を提示すると保険診
療分の医療費は、無料となります。

一部窓口無料にならない場合がありますが、その場
合は翌月以降申請書に領収書か医療機関の証明を添付
し、提出後、口座振込により助成します。

乳児期から就学前までお子さんの健康診断を行い
ます。１歳までの乳児は４回実施し、その後は１歳
半、３歳、５歳児に実施します。２歳児は歯科のみ
となります。１歳半の健診からは通知と問診票を個
別郵送します。

病気や発育の早期発見、早期対応にお役だて下さ
い。

子宮頸がん予防ワクチンは、発ガン性ＨＰＶの中で
も子宮頸がんの原因として最も多く報告されているＨ
ＰＶ１６型と１８型による感染を予防するためのワク
チンです。日本産婦人科学会や日本小児科学会は１１
歳～１４歳までを接種の推奨年齢としています。

本町では昨年度、小６～高校１年生相当までの女子
に対し接種回数分（３回）を窓口無料で助成を行いま
した。

今年度は小６から高校３年生に相当する年齢まで助
成を行います。
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（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇ （ ％ ）

いきいき健康 課

◆主な経費

係》

子育て支援課

○ 母子健康手帳の交付と母親学級事業

100

集団接種医師・看護師謝金
16 万円

140

◆主な経費
乳幼児予防接種・個別接種委託料

万円

●財源内訳●

●財源内訳●
100町 140

2,282.2 万円

万円

係》《担当： いきいき健康

《担当：

不妊治療費助成金 140

子育て支援

町

◆主な経費
母子手帳代

万円

●財源内訳●

万円

町 100

15

万円

27.9

万円14.2医薬材料費

万円

10

万円

2,252

27.9

2.9

万円

その他事務費 万円

万円助産師謝金

係》

○ 予防接種事業 2,282.2

《担当： いきいき健康 課 子育て支援

○ 不妊治療費助成事業

不妊症で悩む夫婦の経済的負担を軽減する事を目的として、不妊症の治療に要する
費用の一部を助成します。

国内の医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けている夫婦で、１年以
上市川三郷町に住所を有し医療保険各法の規定による被保険者または、被扶養者であ
り町税などを滞納していない方に助成します。

助成額は自己負担の１/２とし、２０万円を限度に通産５年間で助成回数は１会計年
度（４月から翌３月）に１回です。

乳幼児の予防接種は、個別接種と集団接種（ポリ
オ）があり、集団接種（ポリオ）以外は、町内または
かかりつけ医療機関で、接種できるように委託してい
ます。集団接種は日が決まっています。

平成２０年度から５年間、麻疹・風疹の２種混合が
中学１年生と、１８歳（高校３年相当の方）の時期に
接種することになりました。

個別接種は、決められた標準接種期間に予防接種台
帳と母子健康手帳と保険証を持参して受けて下さい。

母子健康手帳は、月に３回日を決めて、旧町３カ所
で交付します。その際の「フレッシュママ教室」で、
妊娠中の注意や各種制度、サービス等の説明をしてい
ます。

お急ぎの場合は、対応しますので担当の子育て支援
係に問い合わせをして下さい。母親学級は年間３コー
スで実施します。
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（ ％ ）
（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

《担当： いきいき健康

○ 放課後児童健全育成事業

50

2,688.1 万円

●財源内訳●
1,354.7 万円 50県

一時預かり事業

課 子育て支援 係》

町 1,307.4 万円 49
他 延長保育利用料

　◆主な経費

26 万円 1

指導員賃金など 2,428.5 万円

施設維持費 147.1 万円

その他事務費 112.5 万円

○ 地域子育て支援センター事業 488.4 万円

《担当： いきいき健康 課 子育て支援 係》

●財源内訳●
国 170.5 万円 35
町 317.9 万円 65

　◆主な経費
指導員賃金など 334.8 万円

イベント、講座講師謝金等運営費 153.6 万円

○ 次世代育成支援地域対策事業 322.2 万円

《担当： いきいき健康 課 子育て支援 係》

●財源内訳●
国 161.1 万円 50
町 161.1 万円

18 万円

131.3 万円
万円59

その他 113.9

　◆主な経費
育児支援家庭訪問事業

万円

ファミリーサポート事業

保護者が就労等により、家庭において適切な保護を
受けることができない児童（主に小学校3年生まで）
に対し、学校の授業終了後に、児童館や公民館等の施
設を利用し、遊びや生活の場を与えて保護者が迎えに
来るまで児童を預かる事業です。町内6つの小学校に
対して、8カ所の放課後児童クラブを設置していま
す。

三珠児童館、富士見保育所2階、市川大門町民会館
１階児童室、六郷ふれあいセンターの町内4カ所で主
に乳幼児の子育て中の親子が集まり、子どもを遊ばせ
ながら育児に関する情報交換、育児相談、また毎月
様々なイベントを実施して、子育てを楽しくできる支
援を行っています。

平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法が制定
されたのに伴い、本町でも次世代育成支援地域行動計
画を策定しました。計画の柱には保育園の一時預かり
事業、育児支援家庭訪問事業等が盛り込まれていま
す。また、ファミリーサポート事業も実施し、子育て
環境の充実に努めていきます。
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（ ％ ）

◇

（ ％ ）
（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

妊婦一般健康診査費助成事業

課 子育て支援

医療機関検査委託料

係》

　◆主な経費

《担当： いきいき健康

852.5 万円

○

係》

　◆主な経費

●財源内訳●

町

万円864.1

県 340.9 万円

●財源内訳●

270 万円

270

270

○ 子育て祝い金

　◆主な経費
子ども手当支給費 3億1,077.2

《担当： いきいき健康 課 子育て支援

祝い金

11.6 万円 61町 523.2 万円事務費

係》

●財源内訳●

万円

子育て支援

万円 100

39

《担当： いきいき健康 課

10

国 2億4,855.9

○ 子ども手当支給事業 3億1,120.2 万円

万円 79..9

万円

事務費 43 万円

県 3,153.5 万円 10.1
町 3,110.8 万円

町の子育て支援策の一環としての事業で、お子さん
が小学校入学時の祝い金として、１人２万円の支給を
する制度です。平成２３年度は１３５人を予定してい
ます。

各小学校に入学後、各学校を通してお子さんに申請
書を配布いたします。申請手続きをしていただき指定
の口座へ振り込みます。

母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんに、出産までの妊婦一般健康診査１４回分
の費用を助成する事業です。

母子健康手帳交付の際に、妊婦一般健康診査受診票を１４回分お渡しいたしま
す。昨年度までは６，０００円を上限に助成していましたが今年度はＨＴＬＶ－１
抗体検査及びクラミジア抗原検査も助成の対象になりました。

転入された場合は、転出した市町村で交付された受診票と交換いたしますので窓
口でお尋ね下さい。

平成２２年４月から児童手当に代わり「子ども手
当」の支給が始まり中学３年生までの児童を持つ保護
者に児童１人あたり月額１３，０００円が支給されま
した。

今年度も引き続き１３，０００円が支給される予定
です。
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◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇

◇
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◇

◇ （ ％ ）
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◇

国 184.7 万円 50

その他事務費 19.2 万円
検診手帳・クーポン券等作成料 17.9 万円

係》

　◆主な経費 ●財源内訳●
検査委託料 332.5 万円

《担当： いきいき健康 課 健康増進

町 184.9 万円 50

310 万円 97

○ 女性特有のがん検診推進事業 369.6 万円

その他事務費 21.6 万円

係》

　◆主な経費 ●財源内訳●
9.9 万円 3

《担当： いきいき健康 課 健康増進

基金繰入金
人件費 289.4 万円 町

他万円電話代 8.9

ＤＶ対策及び自殺対策相談員配置事業 319.9 万円

●●● 健康づくり ●●●

27.6

【

万円 7.4
町 1億9997.4 万円
県 2,679.1

係》

万円

古屋振興基金繰入金

通園バス運営費 182.7 万円 1億68

他

保育材料・賄材料等

●財源内訳●
国 3,680.2 万円 10

地域活動事業 44.5 万円

万円

延長保育・一時預かり事業補助金 1,683.1 万円
1億1,366.6町内私立保育園運営費委託料・広域入所委託料

《担当： 保育 課 保育

○ 保育の実施及び保育所地域活動事業 3億6,424.7

1,556.8 万円

　◆主な経費
人件費(職員・臨時職員)　 1億9,306 万円

施設維持管理費
2,285.0 万円

】

55
保護者負担金・広域受託金

万円

保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのために家庭において、十分保育する
ことができない児童を家庭の保護者に代わって0歳から5歳までの乳幼児を保育してい
ます。

町内には、町立6保育所と私立3保育園があり、保育にあたっては、通常保育のほか
保護者のニーズに応え、延長保育(早朝・残留)や一時預かり等なども実施しています。

保育所地域活動事業は、園児と祖父母、地域のお年寄りや小・中学校、高校生、就園
前の在宅児童と入園児とのふれあい活動の事業を実施しています。

入所・入園は、随時受付けておりますので希望する保育所、保育園まで、お気軽にご
相談下さい。

新

ＤＶ対策及び自殺対策相談員を配置することにより、心と体を元気にし、きめ細かな
支援を行うことを目的にしています。特に自殺者は、毎年３万人と増加の一途をたどっ
ており、相談員配置の取り組みによって、自殺率の減少を図ります。
　

検診「無料クーポン券」を、配布します。対象者は子宮頸がん検診は、２０・２
５・３０・３５・４０歳に、乳がん検診は、４０・４５・５０・５５・６０歳の女性
です。近年若い女性に子宮及び乳がんが増加しています。受診によりがんの早期発
見、早期治療できます。また、健やかな生活を支援します。
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●●●健康づくり●●●

◇ （ ％ ）
◇

◇ （ ％ ）
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◇ （ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇

係》

万円 100

万円

181.7
●財源内訳●

51.5 万円 100

《担当： いきいき健康 課 健康増進 係》

接種費用助成額
その他事務費

地域自殺対策緊急強化事業 50

50

町 218.6

○

●財源内訳●

万円

自殺予防啓発パンフレット
◆主な経費

万円

36.9

　◆主な経費
検査機関への委託 万円

100県 50 万円

その他事務費 万円

《担当： いきいき健康 課 健康増進

○ 結核検診事業

その他事務費 99.1 万円

218.6

2,906.1
他

○ 各種がん検診事業

検査機関への委託金

係》

3,660.7
　◆主な経費

万円

●財源内訳●
1県

町 77
27.1 万円

万円

《担当： いきいき健康 課 健康増進

3,759.8

826.6 万円 22

万円

受診者負担・JA負担

町50.5 万円

万円肺炎球菌ワクチン接種事業 51.5

●財源内訳●

《担当： いきいき健康 課 健康増進 係》

○

　◆主な経費

1 万円

がんは早期発見・早期治療が第一です。健康寿命の延伸及び早世予防等を目的
に、胃、子宮、乳、肺、大腸、肝等の各がん検診が、最寄の地区で気軽に受診でき
ます。

　６５歳以上の町民を対象に結核予防を目的に、胸部レントゲン検査を行います。

自殺に追い込まれる人を一人でも減らすため、住民の一人ひとりが、周りの人の
悩みに気づき、耳を傾けるなど自発的な行動ができるように、自殺予防普及啓発パ
ンフレットを各世帯に配布します。

　肺炎球菌が原因となる肺炎などの感染症を予防するためのワクチン接種費用の一部
（４，０００円）を、６５歳以上高齢者に助成します。１回の接種で約５年間は効果
が続き、肺炎の重症化や肺炎による死亡の減少が期待でき、５年以降の再接種も可能
になりました。年間を通じて、町内７医療機関で接種を受けることができます。
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●●●健康づくり●●●

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ 【 】

（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）
◇

63
県 4

万円

万円

町 462 万円

32.2

課

3,242

他 使用料、受託販売等

ニードスポーツセンターの管理運営

万円

《担当：

町26.1 万円
万円

○

《担当： 健康増進 係》

　◆主な経費

○ 人間ドック事業

●財源内訳●
県 45.2

万円各健康教室（いきいき・はつらつ貯筋教室、メタボリック予防教室他）

いきいき健康

874.4

●財源内訳●
73

万円 27

町 2,367.6 万円

　◆主な経費
燃料・光熱水費

講師、運動指導士謝金 86.2

　◆主な経費

その他維持・管理経費 1,239.8
指導員、受付事務委託費

いきいき健康 課

パンフレット他事務費

○ 万円

他

27.6 万円 25

受診者負担金,各保険者負担金

万円 40

他 参加者個人負担金

　◆主な経費

いきいき健康 課 健康増進 係》《担当：

1.7
740.5

万円

係》

742.2

●財源内訳●

万円

112.3

33

39.5 万円 35

248

万円

《担当： いきいき健康 課 健康増進 係》

○ 六郷の里（つむぎの湯・いきいきセンター）管理事業 5,972.2

●財源内訳●
町 3,972.7 万円 67
他 入湯料・受託販売手数料等

1,999.5 万円 33
清掃・機械保守等施設維持管理費
温泉水中ポンプ入替え及びオーバーホール

その他維持・管理経費 1,894.5 万円

万円

万円

1,083
776.8

万円2,217.9

2,002.2 万円

健康増進

検査機関への委託料
その他事務費

万円

　３５歳、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳の節目年齢の町民を
対象に、人間ドックを実施します。

いきいき・はつらつ貯筋教室は、高齢になっても自立して生活が送れるよう、筋
力の貯金（筋）を目的に、いつでもどこでもできる簡単な体操をします。メタボ
リック予防教室や健康料理教室等では、生活習慣の見直しをしながら健康づくり・
病気の予防に取り組んでいます。

　当センターはオープンして６年目をむかえました。フィットネスルームには多数
の最新トレーニングマシンを備えています。町民及び近隣の住民皆様の体力づく
り・健康増進のために利用されています。

　町民の健康増進と地域の活性化を目的とした施設である六郷の里（つむぎの湯・
いきいきセンター）の維持管理を行います。
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●●●健康づくり●●●

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

（ ％ ）
（ ％ ）
（ ％ ）

【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

◇

◇

（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

保健事業費委託料

万円 87

一般管理費 1,005.8 万円

1億6,665

　◆主な経費

608
1億7,568.5

万円

万円後期高齢者医療広域連合納付金

保険料、保険基盤安定繰入金など

万円

●財源内訳●

他

万円 13

1億9,182.3

町 2,517.3

○ 後期高齢者医療事業

万円

25.3

共同事業拠出金
13億2,462.9
2億5,883.2

後期高齢者支援金

国保年金 係》

総務費など

《担当： 町民 課

5,797

町 万円 50

　◆主な経費
万円

305.3

●財源内訳●
県 305.2 万円 50

5億1,672.5

20億1,765

●財源内訳●
国

万円

万円 26
県 1億5,464.7 万円 8
町 5,605.2 万円 2
他 国民健康保険税、その他交付金など

万円 6412億9,022.6

保険給付費

《担当： 町民 課 国保年金 係》

2,577.2 万円
万円

2億4,276 万円

万円

万円

介護納付金
保健事業費

1億768.7

　◆主な経費

○ 国民健康保険事業

万円

老人医療助成費
審査支払手数料

585.2

万円

《担当： 町民 課 国保年金 係》

○ 老人医療費助成金支給事業 610.5

　非課税世帯に属する６８歳と６９歳の方の医療費負担を軽減するための事業です。
　該当する方には町からお知らせし、申請の後、受給者証を発行します。

　国民健康保険は、地域保険の中核として町が運
営する医療保険制度です。
　国民健康保険では、加入者の皆さんが病気やケ
ガをしたときにかかった医療費の負担をするほ
か、高額療養費や出産育児一時金の支給など各種
保険給付を行います。
　国民健康保険事業は、加入者の皆さんに納めて
いただく保険税や国、県支出金などを財源とし、
特別会計で運営しています。

７５歳以上（障害要件の６５歳以上含む）の方々
を対象にした医療保険制度で、対象者全員が加入し
ます。

この制度は、加入者の皆さんに納めていただく保
険料のほか、現役世代の方々の支援金などによって
支えられています。

山梨県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり
ますが、各種手続きやご相談は役場窓口でお受けし
ます。
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（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）

（ ％ ）

2,835.9

　◆主な経費

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 万円212

4,744.4 万円

5,175.6 万円
包括支援事業
その他

　◆主な経費
16億3,609.1 万円介護給付費

17
他 介護保険料、その他

7億6,875 万円 44

町 2億8,230.3 万円

25町 53 万円

係》

●財源内訳●

県 159 万円 75

《担当： 福祉支援 課 介護

○ 万円212社会福祉法人等による利用者負担軽減事業

県 2億1,286.4 万円 12

　◆主な経費
施設管理費
医療用機械器具費
医療用消耗機材費

万円

万円

《担当： 町民 課 国保年金 係》

○ 国民健康保険直営診療所運営事業 8,951.2

万円医薬品衛生材料費

●財源内訳●
町 30

6,232.2 万円 70

2,719

万円

万円

396.9
225.9

他 診療報酬収入など

万円5,492.5

4億7,137.4 万円
●財源内訳●
国 27

●●● 介護サービス・予防の充実 ●●●

万円

係》

○ 介護保険事業 17億3,529.1

《担当： 福祉支援 課 介護

国保診療所は、地域医療の充実を期するため、地域
のニーズに即した医療サービスを心がけています。
　診療科目は内科及び整形外科です。

国保診療所は、診療報酬収入や患者さんの窓口負担
金などを財源に運営されています。

国保診療所外観

介護保険は、介護が必要な方が住みなれた地域で安心して生活できるように保健
医療サービスと福祉サービスを行うとともに、介護が必要とならないように普段か
ら介護予防に心がける事業を併せて実施しています。

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度です。本来の負
担割合である10％の内1/4を軽減しています。
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●●●介護サービス・予防の充実●●●

◇ （ ％ ）
◇ 【 】

（ ％ ）

◇ （ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）
【 】

（ ％ ）

17.6
942.3

◆主な経費

○

○ 軽度生活援助事業

万円委託料

町 65
他 利用者負担金

課 介護

運営委託料 262.4

係》《担当： 福祉支援

○ 外出支援サーヒス事業

運営委託料

○ 配食サービス事業 959.9 万円

◆主な経費

339.6 万円 35

万円

万円

620.3 万円

●財源内訳●

調理・配達委託料

●財源内訳●

万円

係》《担当： 福祉支援 課 介護

262.4

万円

他 利用者負担金
7.4 万円 3

255 万円 97町

●財源内訳●

万円

係》

1,005高齢者生きがい活動支援通所事業

《担当： 福祉支援 課 介護

町 905.3 万円 90
他 利用者負担金

　◆主な経費

99.7 万円 10

111.2
593.8
300

運営委託料（三珠地区） 万円

万円運営委託料（市川地区）/保守点検委託料

運営委託料（六郷地区） 万円

●財源内訳●

45.6 万円

《担当： 福祉支援 課 介護 係》

◆主な経費
町 40.8 万円 89
他 利用者負担金

4.8 万円 11

45.6

　一人暮らしの高齢者、高齢者だけの世帯や障害者、食事を調理することが困難な方を
対象に配色サービスを行っています。利用負担額は町民税非課税世帯で本人年金収入等
が８０万円以下の６５歳以上の方は一食２５０円、それ以外の方は一食３５０円です。

一般の交通機関を利用することが困難な方のうち、寝たきりの方、車イス利用の方、
リフト車を使わなければ外出できない方を、自宅から町内の医療機関(病院、診療所)へ
送迎します。片道200円負担です

　日常生活訓練や趣味活動等各種サービスを提供し、介護が必要な状態にならないよ
うに予防を中心とした自立高齢者のためのデイサービス事業です。市川地区一回４０
０円/三珠地区一回２００円/六郷地区一回３５０円です。各地区食事代は別途自己負
担となります。

町民税非課税世帯で一人暮らしの高齢者または高齢者・障害者世帯にシルバー人
材センターから人材を派遣する事で生活支援を行う事業です。シルバー人材セン
ター利用料金の1割を自己負担することで、当該年度内に2回まで利用可能です。そ
の他経費、材料費は別途自己負担となります。
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◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）
（ ％ ）
（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

4.5

97.5 万円

町
2.2 万円

係》

○ 訪問理容・美容サービス事業

《担当： 福祉支援 課 介護

　◆主な経費

係》

97.5家族介護用品の支給事業○

《担当： 福祉支援 課 介護

訪問理美容報償費

4.5

万円

町 4.5 万円 100
●財源内訳●

万円

万円

100
●財源内訳●

万円

県

他 1号介護保険料
2.1 万円 20

　◆主な経費
町

係》

○

運営委託料 97.5

《担当： 福祉支援 課 介護

万円

万円 40
　◆主な経費 ●財源内訳●

《担当： 福祉支援

需用費 10.8
20

万円

課 包括支援 係》

303.6運営委託料

徘徊SOSネットワーク事業 10.8

4.3

万円

町 303.6 万円 100

303.6緊急通報体制等整備事業（ふれあいペンダント）

　◆主な経費 ●財源内訳●

万円 国

2.2 万円 20

寝たきり等で理髪店等にいけない方が理容師、美容師の訪問により理容・美容を受け
たとき、その出張代金の一部を支援する事業です。町民税非課税世帯で寝たきり、また
は歩行困難な方に対して、一回1,500円分・年3回の利用券を助成しています。

要介護度3～５で町民税非課税世帯の要介護者の方を自宅で介護している家族に対
して、家族介護用品(おむつ等)の支援をしています。

一人暮らしの虚弱な高齢者の方が急病や事故などで緊急に助けが必要な時、ペンダン
トまたは本体のボタンを押すことで24時間体制の消防署が対応し、登録した近所の協
力員等が駆けつけるシステムです。

　認知症により、外出時に自分がどこにいるのかわからなくなり、行方不明になって
しまうことがあります。SOSネットワークは、事前に届出をしておくことで、一刻も
早く発見し、ご家族の元へ帰れるよう高齢者の生命と安全を守るための支援システム
です。

新
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【 】
（ ％ ）

◇

（ ％ ）
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（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇

◇

包括支援

報酬、賃金、人件費、使用料、需用費等

万円

12.5

万円

国 25

町 26 万円

207.7二次予防事業（対象者把握事業）他

12.5

係》

25
●財源内訳●

100 万円県

委託料

他

万円

委託料 207.7

12.5
他

○ 高齢者虐待防止ネットワーク事業 23.7

○

万円

係》

　◆主な経費
3,511.9

《担当： 福祉支援

○ 二次予防事業（運動機能向上教室）

《担当： 福祉支援 課 包括支援

万円

国 200 万円

800

800 万円

100 万円

介護保険料等
町

介護保険料等
　◆主な経費

12.5

係》

●財源内訳●

400 万円 50

50

51.9

　◆主な経費

25.9 万円

《担当： 福祉支援 課

○

万円

包括支援

県

●財源内訳●
国 9.4 万円 40

報酬・報奨費 11.8 万円

係》《担当： 福祉支援 課 包括支援

103.8

国 1,371 万円

●財源内訳●

万円3,511.9地域包括支援センター運営事業（地域支援事業分）

万円

課

40
県 685.5 万円 20
町 769.9 万円 20
他 1号介護保険料

685.5 万円 20

県 4.7 万円 20
町 4.9 万円 20
他 1号介護保険料

4.7 万円 20　◆主な経費

需用費 11.9 万円

　二次予防事業対象者（運動機能向上教室に参加でき
る方）となった高齢者の方に対し、寝たきり等を予防
して、自宅で生き生きとした生活を営むことができる
よう、筋力をつける教室を行います。市川三郷町立病
院に委託し、週2回、3カ月間実施します。

　介護等の認定を受けていない高齢者の方に、アン
ケートに答えてもらい、二次予防事業対象者（運動機
能向上教室に参加できる方）を選びます。また、一次
予防事業として口腔機能向上、認知症予防事業を行い
ます。

地域の関係機関や住民の皆さんと連携しながら、高
齢者虐待の予防と早期発見・再発防止、また予防が図
れるよう、ネットワークづくりをしていきます。

高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活するため
に、介護サービス等が状態に応じて切れ目無く提供さ
れ、高齢者の生活を支える総合機関として地域包括支
援センターが設置されています。（福祉支援課内にあ
ります）
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●●●介護サービス・予防の充実●●●

◇ 【 】
（ ％ ）

（ ％ ）

◇

◇ （ ％ ）

介護予防支援計画作成（予防ケアプラン）

●財源内訳●

万円458.3

課 福祉《担当： 福祉支援

《担当： 福祉支援

○

課 包括支援 係》

シルバー人材センター負担金 462.2

　◆主な経費

●●●福祉対策の充実●●●

○ 救急医療情報キット配布事業 3.6

万円

◆主な経費

介護予防支援計画委託料 458.3 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●
町 462.2 万円 100

◆主な経費
救急医療情報キット購入費

介護報酬他
458.7 万円 100

●財源内訳●
町 3.6 万円

○ シルバー人材センターへの助成 462.2 万円

3.6

万円

他

100

万円

係》

　介護認定者のうち要支援１及び２に認定された方の介護予防支援計画（予防ケアプ
ラン）を作成します。プラン作成は業者に委託し、地域包括支援センターではプラン
と評価の適正について点検確認をしています。

高齢者世帯に対し万が一の救急時に備え、かかり
つけ医や服薬内容などの医療情報を入れた容器を冷
蔵庫に保管し、消防隊員との協力でその情報を救急
医療に役立てます。

急速に進む高齢社会の中で、働く機会を得たい、社会に役立つ仕事をしたいという
高齢者の希望に応えるため、高齢者が主体となった共助の組織であるシルバー人材セ
ンターに事業費の一部を助成しています。
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●●●福祉対策の充実●●●

◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇

◇ （ ％ ）

（ ％ ）

（ ％ ）

重度心身障害者往診交通費助成事業 30

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

　◆主な経費

福祉支援

3,542.5
545.8
6,119.7

1億6,813.1他介護給付費、訓練等給付費

補装具費の給付

510.2

地域生活支援事業

係》

○

課

◆主な経費

《担当：

身体障害児者補装具給付費

県 126.5

126.5 万円 25

35
県 360.4 万円 17

●財源内訳●

25万円

万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

自立支援給付 2億7,021.1

●財源内訳●

○

万円

地域活動支援センター機能強化事業 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉

○

万円

万円

25

1億3,510.5
6,755.2

町 6,755.4 万円

　◆主な経費

相談支援事業 万円 町

2,080

万円

万円介護給付費－生活介護

介護給付費－旧法施設支援費（入所）
介護給付費－旧法施設支援費（通所）

●財源内訳●
国 50

25県

万円

万円

国 720.9 万円

他地域生活支援事業 467.4

万円

日常生活用具給付等事業 万円

779
323.4 48

万円

998.7

町

506 万円

506 万円 国 253 万円 50

100

○ 万円

◆主な経費
30重度心身障害者往診交通費助成事業 30

●財源内訳●
万円 万円町

福祉 係》

　障害者が地域や施設において自立した生活を営むための支援を行います。生活上ま
たは療養上の必要な介護を行う「介護給付」と、身体的、社会的なリハビリや就労に
つながる支援を行う「訓練等給付」があります。

　自立支援給付とは別に、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実
施できる事業で、移動支援事業、日中一時支援事業などさまざまな事業を実施してい
ます。

身体障害児者が日常生活や社会生活を向上させるため、身体機能を補う用具の交付
や修理への助成を行います。（原則として１割が自己負担です。）

慢性的な疾病等により医療機関に定期的かつ長期的に往診を受ける必要のある重度
心身障害者に対し、当該往診に要する交通費について助成を行います。
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●●●福祉対策の充実●●●

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

（ ％ ）

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇ （ ％ ）

《担当： 福祉支援 福祉

○

県

重度心身障害者医療費助成事業

◆主な経費
重度心身障害者医療費助成費 1億1,066.5

課 係》

●財源内訳●

1億1,277.7

5,709.9 万円

心身障害者福祉手当給付事業

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

1,499.1 万円 13

万円

51万円

万円 25

万円 25

万円

万円9.5

町

2,960.9

○ 自立支援医療（更生医療）の助成 2,970.4 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉

●財源内訳●

万円

県 41.7

万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

687.9○ 重度心身障害者等福祉タクシー利用料金助成事業

万円 6
町 646.2 万円 94

120

　◆主な経費
678.1 万円

利用券印刷代 9.8 万円

○

●財源内訳●
100町 120 万円

高額療養費
4,068.7 万円 36

749.8

係》

●財源内訳●
国 1,480.4 万円 50

町
県 740.2

重度心身障害者等ﾀｸｼー利用助成金

　◆主な経費
心身障害者福祉手当給付事業 120 万円

　◆主な経費
更生医療給付費
レセプト審査手数料

レセプト審査手数料 211.2 万円

他

　障害者の健康の増進と福祉の向上を図るため、重度心身障害者に対して、通院・
入院に要した医療費の保険給付に係る個人負担分を助成します。

身体障害者手帳所持者を対象に、障害の軽減や機能回復に必要な医療費（人工透
析・経皮的冠動脈形成術ほか）などの一部を助成します。

　心身に重度の障害のある方や高齢者が、通常の交
通機関を利用することが困難なためタクシーを利用
する場合にその一部を助成します。経済的負担の軽
減により、生活の行動範囲を広げ、社会参加の促進
を図っています。

心身障害者の福祉の向上を図ることを目的に、心身障害者を保護している方に対し
て福祉手当を月２，０００円支給します。（町民税非課税世帯に限ります）
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●●●福祉対策の充実●●●

8

◇ （ ％ ）

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇ （ ％ ）
（ ％ ）

（ ％ ）

◇

◇ 写真現像代

50

万円

●財源内訳●
町 60

32.1 万円

○ 心身障害児者一時養護サービス事業 60

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

万円 100
　◆主な経費

万円60

万円

○ 介助用自動車購入等助成事業 40

県 20 万円 50

万円

《担当： 福祉支援 課 福祉

　◆主な経費
万円40介助用自動車購入等助成費

○ 難病患者等短期入所事業 40.2 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●
県 20 万円 50
町 20.2 万円 50

　◆主な経費
難病患者等短期入所事業費 40.2 万円

○ 米寿の祝い事業 93.5 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●

町 93.5 万円 100

　◆主な経費
座布団、写真等消耗品費 61.4 万円

心身障害児者一時養護サービス利用料

町 20

係》

●財源内訳●

　概ね６５歳未満の心身障害児者の一時養護サービスの利用に対し、利用料の一部を
助成することにより、障害児者を抱える家族の心身の負担の軽減を図ります。

　車椅子等を使用する在宅の重度心身障害者や寝たき
り高齢者が、自動車をリフト付き等に改造する経費ま
たは改造された自動車を新規に購入する経費を助成し
ます。

　在宅療養が可能な程度に症状が安定していると医師に判断された難病患者が、居宅
において一時的に介護ができないとき、施設に短期入所させることにより、患者及び
家族の支援を図ることを目的としています。

　米寿の記念事業として、８８歳を迎えた高齢者に記
念写真と座布団を贈り長寿を祝福します。
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●●●福祉対策の充実●●●

8

◇ （ ％ ）
◇

◇ （ ％ ）
◇

（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）

◇

○ 百歳の祝い事業 576 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●
町 576 万円 100

　◆主な経費
百歳年金 306 万円

百歳祝い金 270 万円

○ 敬老祝い金支給事業 188.9 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●
町 188.9 万円 100

　◆主な経費
敬老祝い金 188.2 万円

消耗品費 0.7 万円

○ 敬老会運営費の助成 532.8 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

●財源内訳●
町 532.8 万円 100

　◆主な経費
敬老会運営費補助金 532.1 万円

消耗品費 0.7 万円

○ 寝たきり老人等介護慰労金支給事業 162 万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

万円162

●財源内訳●

町 162 万円 100

　◆主な経費
寝たきり老人等介護慰労金

　百歳の誕生日を迎えた高齢者に、祝い金を贈り、長寿を祝福します。
　また、百歳の誕生日の翌月から、百歳年金を支給します。

　敬老の日を記念して高齢者に祝い金を支給します。

　敬老の日を記念して、社会福祉協議会、公民館、民
生委員児童委員、区長会などが中心となり、７５歳以
上の高齢者を招待して敬老会を開催するための運営費
の助成をしています。

寝たきり高齢者や認知症高齢者を介護している家
族に慰労金を支給することで、介護の労苦に報いる
とともに要介護者の在宅生活を支援しています。

敬老会の様子
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●●●福祉対策の充実●●●

（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

利用者負担金

◆主な経費
老人福祉施設措置費 万円5,771

138.9

他

6.4

◆主な経費

生活援助員派遣事業委託料

○

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

入所判定委員報酬 万円

老人クラブ補助金 573 万円

108.5 万円

県 143.4

○

●財源内訳●
町 5,113.2 万円 89

万円

《担当： 福祉支援 課 福祉 係》

5,777.4老人福祉施設措置事業（老人ホーム入所への助成）

664.2 万円 11

●財源内訳●

万円

●財源内訳●
町 128 万円 92

利用者負担金
10.9 万円 8

監視システム電話回線使用料等 14.1 万円

シルバーハウジング生活援助員派遣事業

他

緊急通報システム監視業務委託料 16.3 万円

万円 25

福祉支援 課 福祉 係》

○ 万円

《担当：

◆主な経費

町 429.6 万円 75

573老人クラブへの助成等

　身体、精神または経済上の理由により、居宅で養護
を受けることが困難な６５歳以上の高齢者を老人ホー
ムに入所させ養護します。なお、入所者本人と扶養義
務者は収入に応じて一部費用負担があります。

　町営富士見団地内の緊急通報システム等を備えたシ
ルバーハウジング（高齢者世話付き住宅）に居住する
高齢者が自立して安全な生活ができるよう、ライフサ
ポートアドバイザー（生活援助員）を派遣する事業で
す。社会福祉協議会へ業務委託して実施しています。

概ね65歳以上の在宅高齢者が相互の親睦を図り、
生き甲斐をもって豊かな老後を過ごすために老人ク
ラブ連合会及び単位老人クラブへの助成を行ってい
ます。

また、高齢者友愛訪問事業等を老人クラブに委託
して実施しています。
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●●●生活環境（生活道路・公園等）の整備●●●

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

○ 地球環境保全事業 279.5 万円

《担当： 生活環境 課 環境衛生

　◆主な経費
生ごみ処理機購入費補助金 25 万円

その他経費 2.5 万円

自然エネルギー有効利用促進奨励金 240 万円
第４回環境講演会講師料 12 万円

万円

係》

●財源内訳●

係》

●財源内訳●
町 279.5 万円 100

　◆主な経費

町 3億3,775.8 万円

有価物還元金・手数料
364.2 万円 1

99
他

ごみ収集運搬費 4,263.9 万円
ごみ処理場・火葬場・し尿処理場運営費

○ 衛生（ごみ、し尿、火葬）事業 3億4,140

《担当： 生活環境 課 環境衛生

その他の経費 96.1 万円

2億9,528.5 万円

有価物還元事業（リサイクルの推進） 251.5 万円

　
可燃物となる生ごみの排出を減らすため、生ごみ

処理機械の購入費用の一部を助成します。（補助上
限額　25,000円）

住宅用太陽光発電システム機器を設置し、化石燃
料を削減、環境への負荷を減らす為、設置者個人に
奨励金を交付します。（奨励金上限額 １２０,００
０円）

ごみを減らすため、地球温暖化を防止するため、身
近でできる事から始めましょう。

　私たちが生活する上で必ず出てくるごみ・し尿・
火葬の処理を行っているのがこの衛生事業です。ま
た、ごみを資源として再生利用するため、リサイク
ルステーションの活用を推進します。
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●●●生活環境（生活道路・公園等）の整備●●●

（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇

　◆主な経費

○ 衛生巡視事業 295.8

《担当： 生活環境 課 環境衛生 係》

巡視員賃金など

その他の経費

○ 狂犬病予防及び犬猫保護対策事業

8.5

59.3

生活環境 課

万円犬猫の避妊・去勢手術費補助金

《担当：

17.3
　◆主な経費

99.8

万円

《担当： 生活環境 係》

○

その他の経費 92.7

環境衛生課

公害対策事業

万円

203.1 万円

町
●財源内訳●

◆主な経費

万円

係》

●財源内訳●

295.8 100

万円

117.1

50.8

万円

万円

万円

●財源内訳●

町

117.1 100町 万円

59.3 万円 100

水質検査委託料など

環境衛生

狂犬病予防及び犬猫保護対策費 万円

狂犬病はすべての哺乳類に感染するウイルス性の
病気です。発病すると死亡率が100％に至ります。

近隣の国では、たくさんの人が命を落としていま
す。日本に入ってきても食い止めれるよう、予防接
種をすることが大変重要です。犬猫の飼い主の責任
も重大です。

河川監視、廃棄物監視、不法投棄監視などを行う
巡視員を設置し、次々と起こる問題の発見、対応を
行っています。

　河川、工場排水、地下水に異常があるか検査を行
い環境保全に努めています。
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●●●生活環境（生活道路・公園等）の整備●●●

◇ （ ％ ）
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇

【 】
（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇

◇

◇ （ ％ ）
【 】

（ ％ ）

696 万円

工事費 1,000 万円

係》

700 万円

●財源内訳●

21

700 万円

●財源内訳●

100

万円 79

合併特例事業債・交通安全対策特別交付金

万円万円

係》《担当：

1,420

生活関連道路の整備事業

　◆主な経費

300

町道維持修繕工事

○

交通安全施設工事

建設 課 公共土木

建設 課 公共土木

1,500

万円

　◆主な経費
委託費

橋梁長寿命化修繕計画策定事業

係》

○

万円 45

建設

●財源内訳●

●財源内訳●
国 580

380

1,800

1,000 万円

万円

国

○ 河川の整備事業

1,276

作業員賃金 300

工事材料費

《担当：

　◆主な経費

○ 町道の維持・管理事業

係》

他

250 万円

万円 町

万円

《担当： 建設 課 公共土木

950 万円 95

　◆主な経費

他 合併特例事業債
町 50 万円 5

機械使用料 150 万円

万円

町

課 公共土木《担当：

1,276

55

　道路橋梁の長寿命化を図るため、調査を行い、修繕及び架替え等の計画を策定す
る事業です。

　生活に密着した道路の安全性や利便性を向上するため、町道の改良や維持・修繕
を行います。

　町道の補修や管理を行います。傷んでいる道路の簡易な補修やカーブミラーの設
置など日常の安全を確保するように努めます。

　生活に密着した河川や水路の安全性や利便性を向上するため、河川の改良や維
持・修繕を行います。
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●●●生活環境（生活道路・公園等）の整備●●●

◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇

町 570 万円 85

他 富士川排水樋管操作業務委託金

88

57町 5,086 万円

○ 河川の維持・管理事業 250 万円

《担当： 建設 課 公共土木 係》

●財源内訳●
町 162 万円 65

機械使用料 90 万円

工事材料費 60 万円

○ 市川地区中央部まちづくり事業 8,991

35

万円

万円

◆主な経費
作業員賃金 100 万円

《担当： 建設 課 都市計画 係》

国 3,905 万円

●財源内訳●
43

◆主な経費
設計委託料 180 万円

道路等工事請負費・補償費
市川地区中央部まちづくり研究会補助金

万円

100 万円
8,711

○ 狭あい道路拡幅整備事業 670 万円

後退部塀等撤去・新設費助成金

万円 15

《担当： 建設 課 都市計画

●財源内訳●
国 100

100 万円

200 万円

後退部舗装等工事費 370 万円

係》

◆主な経費
後退用地分筆作業等委託料

　市川地区中央部の、住み続けられるまちを目指
し、「市川の歴史・文化・風景を活かしたまちづく
り」に取り組んでいます。

　都市計画区域内の狭あい道路（1.8ｍ以上4.0ｍ未満）を建築行為時などに道路の
中心から2ｍの後退をお願いし、時間をかけて４ｍの道路に整備します。

　河川の補修や管理を行います。傷んでいる水路の簡易な補修など日常の安全を確
保するように努めます。

昨年の紙のまち活き生きまつりの様子
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●●●上下水道の整備・充実●●●

◇ 【 】
◇ （ ％ ）
◇

◇

◇

◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）
◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）
◇

万円

下水道工事に伴う水道管移設補償費

4,603.4 万円
下水道整備のための借入金及び利子の償還金 4億1,794
その他の経費

8,782.1 万円

3,932.3 万円

下水道管渠布設・舗装本復旧工事等設計委託料

釜無川流域下水道施設建設及び維持管理負担金

7,967 万円

2,700 万円町道舗装本復旧工事費
下水道管渠布設工事費

2,600 万円

万円

万円

2,259.7
514.2
6,354.7
4,072.6
746
217.4
7,671.5

万円

水道メーターの購入経費等
減価償却費

万円

万円下水道工事等に伴う配水管等の布設替工事設計委託

下水道工事等に伴う配水管等の布設替工事費

係》

○ 特定環境保全公共下水道事業

水道メーターの検針、料金徴収、施設維持保守費

施設整備時に借り入れた元利償還金

　◆主な経費
万円水源や浄水場の運転経費（ポンプ電気料、水質検査料）

他
1億1,772.3

●財源内訳●

万円2億4,738.5

万円 21

《担当： 生活環境

町
28万円町債

万円

3億5,416.4

1億9,940

16

万円 49

使用料等

万円

水道料金、工事負担金等
●財源内訳●

761億9,946.5 万円

万円

係》

○ 上水道事業の運営及び施設整備 2億6,259.2

《担当： 生活環境 課 上水道

国 5,250.1 万円 7

《担当： 生活環境 課

他

○ 流域関連公共下水道事業 7億2,378.8

下水道 係》

万円

　◆主な経費

課 下水道

5,100
町 1億6,640.1

管渠維持管理費 万円 町債

●財源内訳●

万円 67
　◆主な経費
下水道管渠布設工事 万円300

処理場維持管理費 万円3,129.9
1,180.3

下水道整備のための借入金及び利子の償還金 万円

その他の経費 万円

1億9,331.1

797.2

他 使用料等
2,998.4 万円 12

  上水道事業運営経費
（１）水道事業費用    １億６，４９7．８万円
         安定的に水道水を供給するための水源や排水施設の運営費用
（２）投資的経費             ９，７６１．４万円
         古い水道管の更新や配水施設の整備
○経費に比べ財源が不足しています。この不足額は、料金改定及び減価償却費等の
留保資金で賄っています。

　釜無川流域の三珠・市川大門地区の公共下水道に関する事業です。町民が安心し
て快適に暮らせるまちづくりのため、計画的に下水道施設の整備を進めています。

　六郷地区の公共下水道に関する事業です。町民が安心して快適に暮らせるまちづ
くりのため、整備された下水施設の運営・管理を行います。
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●●●上下水道の整備・充実●●●

◇ （ ％ ）
◇ 【 】

（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ 【 】

（ ％ ）

町 1億8,742 万円 67

　◆主な経費

6,810 万円 24

1億1,293

係》

●財源内訳●
町 262.1 万円

町債 1,500

他 水道・過疎対策事業債

6,734施設維持管理費等

他

《担当： 生活環境 課 下水道 係》

○ 農業集落排水事業 万円

使用料等
343.8 万円 57

3,440.7

　◆主な経費
43合併処理浄化槽維持管理費

229.2施設整備のための借入金及び利子の償還金

万円

万円

376.7

万円

《担当： 生活環境 課 下水道

○ 戸別浄化槽整備推進事業 605.9

万円

　◆主な経費
管渠維持管理費 万円156.5

●財源内訳●
町 1,815 万円 53

簡易水道

施設整備のための借入金及び利子の償還金

《担当：

○

生活環境 課

簡易水道事業

万円

係》

2,914.5
処理場維持管理費

その他の経費 万円5

364.7 43

●財源内訳●

万円2億8,038

万円

他 使用料等
125.7 万円 4

万円 9

公債費

万円施設改良費 1億11
万円

万円 国 2,486

　公共下水道及び農業集落排水事業の認可区域以外の地域を対象に、町が合併浄化
槽を設置し維持管理を行います。

農業集落３地区（藤田、下芦川、高萩・垈・中山）に整備された農業集落排水施
設の管渠及び処理場の維持管理を行います。

　簡易水道とは、１０１人以上5,000人以下を給水人口とする水道のことです。
市川三郷町には、三珠地区に第一簡易水道、第二簡易水道、下芦川簡易水道、市川

地区に山保簡易水道、八之尻・入簡易水道、六郷地区に中央簡易水道、網倉・五八簡
易水道、岩下簡易水道の計８ヵ所の簡易水道があります。

町民のみなさまの安全な飲料水を提供するために、定期的な水質検査による監視と
水道施設の維持管理を行うとともに、老朽化した水道施設を改良し、施設の充実を図
ります。

51



●●●防災体制の充実●●●

（ ％ ）
（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇

◇ （ ％ ）
◇ 【 】
◇ （ ％ ）

（ ％ ）

【 】
（ ％ ）

◇

◇

万円消防団の維持強化 8,314.7

《担当：

●財源内訳●
3,654.7 万円 45町

320.7 万円
備品購入（機械器具費）

万円425

64.1 万円

総務 課 防災防犯 係》

○

　◆主な経費

木造住宅耐震改修補助金 424
木造住宅耐震診断委託料 90

民間建築物アスベスト含有調査・除去等改修補助金

万円

町 25

365.4

他

100 26

万円

4,660 万円 55

●財源内訳●

239.1 万円

●財源内訳●
国 39

36県 334.5

万円

万円

万円

939

《担当： 建設

○ 優良建築物整備事業

課 都市計画 係》

74町

係》

万円

284.8

他 コミュニティ助成金

万円

消防施設整備、維持管理費 1,708.2 万円

女性消防隊員活動費、隊員報酬

　◆主な経費

消防団員活動費、団員報酬、他 3,074.5 万円

消防車両更新、維持管理費 3,532 万円 過疎対策事業債・コミュニティ助成

　◆主な経費

《担当： 総務 課 防災防犯

女性消防隊設置 384.8 万円

いつ起きてもおかしくない大規模地震に備え、個
人住宅の耐震診断・改修を推進します。

また、民間建築物のアスベスト含有調査及び、除
去等工事を推進し、安心して暮らせるまちをめざし
ます。

地域住民の安全・安心を確保するために欠かせない
組織である消防団のさらなる充実強化を図るために、
市川三郷町消防団の一員として、新たに女性消防隊を
設置します。

今まで、男性消防団員だけでは行き届かなかった部
分を、女性本来のきめ細やかな心遣いで対応し住民が
安心して暮らせるまちづくりを目指します。

主な活動として、火災予防の広報活動、啓発活動を
行います。

なお、平成２３年度においては、女性消防団員によ
る小型ポンプ操法の全国大会に、本消防隊が山梨県代
表として出場します。

　消防団は、地域住民の安全・安心を確保するために欠かせない組織です。
　地域防災力向上のため消防団の活動環境を整備し、消防団の充実強化を図ります。

新
規

市川三郷町女性消防隊
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●●●防災体制の充実●●●

（ ％ ）

◇

◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）
◇ （ ％ ）

（ ％ ）

◇ （ ％ ）
◇

万円

○

課

他

係》

防災防犯 係》

地域防災計画の見直し

《担当： 総務

万円

万円

国

12798.6 万円

　◆主な経費

280.4

13

6,496.1 万円

1,926.9 万円

●財源内訳●
30

防災防犯

消防防災施設の整備充実、自主防災組織資機材整備事業

係》

防災行政用無線システム維持運用

自主防災組織資機材整備費補助 50

《担当： 総務 課

○ 万円

】【
合併特例事業債、宝くじ助成

760.8

45

過疎対策事業債

●財源内訳●
町 760.8 万円 100

《担当： 総務 防災防犯課

　◆主な経費

情報収集用衛星電話維持費

万円

36 万円
724.8防災行政用無線システム維持運用費

2,418.6防災備蓄倉庫整備、備蓄資材購入費

2,950 万円

町

万円県 820.6
耐震性貯水槽・消火栓維持改修費

　◆主な経費
4,027.5 万円

280.4修正業務委託料

●財源内訳●
町 280.4 万円 100

万円

　耐震性貯水槽や防災備蓄倉庫などの消防防災施設の充実強化を進めていきます。
自主防災組織が整備する防災機材の購入経費の3分の1（10万円を限度）を補助

します。

　防災無線は、災害時には被害情報や避難誘導情報などを的確に素早く伝達できるシ
ステムとして、また平常時には一般行政広報システムとして、町民の安全と安心を守
るため維持運用していきます。

新

「市川三郷町地域防災計画」は、災害対策基本法に
基づき、本町の防災に関する基本的事項を総合的に定
め、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するこ
とを目的とし、また、町、県及び防災関係機関の相互
の密接な連絡調整を図るために必要な事項を示すた
め、市川三郷町防災会議において策定します。

なお、地域防災計画は、必要に応じ修正することと
されており、平成１８年度に策定された現行の計画に
修正の必要が生じたため、見直しを行うものです。

今回の見直しにおいては、今まで課題となっていま
した、大雨による災害に対応するための「避難勧告等
の発令基準」の策定を行い、計画に盛り込むこととし
ています。
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●●●交通安全・防犯対策の推進●●●

（ ％ ）
【 】

（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇

◇

ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ購入費補助事業費 45 万円

　◆主な経費
交通安全対策事業費 224.5 万円

ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ貸与（ﾚﾝﾀﾙ）事業費 31.5 万円

○ 交通安全対策の推進 301 万円

万円 95

《担当： 総務 課 防災防犯 係》

●財源内訳●
町 285.2
他 交通災害共済事務手数料

15.8 万円 5

万円

係》

○ 安全・安心対策の推進 1,336.5

《担当： 総務 課 防災防犯

安全・安心対策事業費

万円

万円75.3
846防犯灯、街灯設置、維持管理費

●財源内訳●
町 1001,336.5 万円

青色防犯パトロールカー運行費 415.2
　◆主な経費

万円

青色防犯パトロールカーで町内をパトロールし児
童・生徒を対象とした事件事故の抑止に努めます。ま
た、夜間の犯罪や事故防止のため、防犯灯や街灯の新
設、維持管理に努めます。

交通事故防止のための環境整備や、意識啓発・啓蒙
対策に積極的に取り組んでいきます。チャイルドシー
トのレンタルや、購入費補助によりチャイルドシート
の着用の促進を図ります。

青色防犯パトロールカー
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●●●定住化の推進●●●

（ ％ ）

◇

（ ％ ）

◇

【 】
（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◆主な経費

万円23.1ＰＲグッズ（うちわ）作成

　◆主な経費

補助金 300 万円

係》

●財源内訳●
町 300 万円 100

《担当： 建設 課 都市計画

住宅リフォーム事業 300 万円

係》

●財源内訳●
町 23.1 万円 100

《担当： 企画 課 企画政策

呼ぼうプロジェクトPR事業 23.1 万円

259.6 万円

住宅使用料

　◆主な経費
町営.町有住宅維持修繕費 411.4 万円

町営住宅昇降機点検 146.4 万円

その他経費 395.6 万円

町有住宅排水管清掃委託料 93.2 万円

175.9 万円町営住宅富士見１６号棟.町有住宅階段手摺設置工事

町有住宅ネットフェンス設置工事費

○

係》

空き家情報登録制度「空き家バンク」事業

《担当： 企画 課 企画政策

万円

《担当： 建設 課 町営住宅

町営・町有住宅維持管理事業

係》

1,531.9○

●財源内訳●

町営.町有住宅受水槽清掃委託料(5カ所) 49.8 万円

万円 1001,531.9
他

　町への定住促進、空き家の有効活用などを目的に、売却・貸付を希望する
所有者等から登録された町内の空き家を、町が利用希望者に情報を提供し、
町への定住者等を増加させていくシステムです。

町営・町有住宅の入退居の事務手続きや施設の修繕
など、快適で住みやすくするための維持・管理を行
います。
　平成23年4月1日現在、町営・町有住宅管理戸数
は、川浦団地12戸・桃林橋団地7戸・富士見団地
132戸・落居団地16戸・宮原団地20戸・岩間団地
33戸・町有住宅市川団地80戸の計300戸です。

町営富士見住宅『2.3.4号棟』

町の魅力を町内外に広くPRするため、神明の花火
大会等イベント時に配布するPRグッズ（うちわ）を
作成し、定住人口や交流人口の拡大を図る活動を行い
ます。

新

住宅をリフォームする方に対し、安心して住み続け
られる住まいづくりと住居環境の向上や地域経済の活
性化を図るために費用の一部を助成します。

新
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●●●情報化の推進●●●

（ ％ ）

◇

（ ％ ）

◇

◇

（ ％ ）

◇

　◆主な経費
デジタル放送移行支援助成金 20

　◆主な経費
ネットワークシステム機器更新、設計施工監理

課 情報化推進

○

　◆主な経費

○

万円

万円システム運用負担金 1,004.9

《担当： 企画

万円

●財源内訳●
町 20 万円 100

デジタル放送移行支援助成金 20

《担当： 課

4,531.7 万円 100

100

万円1,149.3

●財源内訳●

町

万円1,149.3

課

万円機器リース、保守料金等 3,526.8

ネットワークシステム更新

係》

町

万円

情報化推進 係》

●財源内訳●

4,531.7行政情報ネットワークシステムの運用

《担当： 企画

1,149.3 万円

情報化推進 係》

○

企画

　合併時に統合したネットワークシステムは、旧町で
使用していた機器を含め再構築し稼働しています。旧
町時の機器は故障も頻繁となっているため、計画に基
づき更新を行っていく必要があります。

迅速なサービス実現のため、多くの業務をコン
ピュータによるシステム化へと推進しています。処
理時間の短縮は、住民サービスの待ち時間短縮や人
件費等の経費節減にもつながります。

国の移行支援対象ではない、当該年度の町民税が
課税されているひとり親家庭医療費助成世帯に対
し、地上デジタル放送移行に係る費用の一部を助成
します。（最高5.,000円）
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●●●情報化の推進●●●

◇ （ ％ ）

◇ （ ％ ）

（ ％ ）

◇

◇

◇

情報化推進

万円

プラン冊子印刷代 万円17.4
委員報酬 4.1

23.9推進活動費

システム運用等負担金

企画 課

●●●男女共同参画の推進●●●

72.9 万円
　◆主な経費
ホームページサーバ及びCMS保守料等

係》《担当：

●財源内訳●

　◆主な経費

万円○ 男女共同参画推進事業 45.4

企画政策 係》《担当：

町 10045.4 万円

万円

111.3

企画 課

　◆主な経費

○ 72.9 万円

万円111.3

万円 111.3 万円町

○

100

係》

町HPサーバ及びCMS保守作業委託料

《担当： 総務 課 広聴広報

総合行政ネットワーク

●財源内訳●

●財源内訳●
町 72.9 万円 100

国や全国の自治体を結び、行政事務の効率化を図る「総合行政ネットワーク
(LGWAN)」の運用を行います。また証明書等の交付申請が自宅等のパソコンからで
きる『電子申請』を推進します。

平成２１年度にリニューアルした、町ＨＰのサーバとその基幹であるＣＭＳソフトの年間
保守の作業委託です。安全な情報の発信はもとより、より見やすいＨＰの構築のため、専門
業者と共に保守管理に努めます。

　男女がお互いに尊重し合える男女共同参画社会実
現に向けて、意識改革や啓発活動等、各種事業を展
開して輝かしい未来創造のため男女共同参画プラン
を推進します。
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●●●行財政改革の推進●●●

（ ％ ）

◇

◇

◇

（ ％ ）

◇

◇ 23.7 万円

　◆主な経費

426.6 万円法人町民税管理システム導入委託料
年間保守委託料

●財源内訳●
町 450.3 万円 100

《担当： 税務 課

法人町民税管理システム導入事業

》

450.3 万円

●財源内訳●

○ 万円課税、納税の事務 3,668.5

》《担当： 税務 課

　◆主な経費

3,668.5 万円 100町

万円

2,304.2

万円100納税通知書作成費

その他事務費

資産評価等経費

1,264.3

万円

　町税は、町民の皆さんが安心して安全な生活を送る
ために公平に負担しなければならない共通の経費で
す。
　町民税や固定資産税・軽自動車税の課税根拠（収
入、資産の評価など）の調査や納税通知書の発行、そ
のほか税金を納めていただくために必要な事務を行い
ます。
　平成21年度に町民の皆さんに納めていただいた町
税総額は１8億５,６６１万9千円余りです。
　町税は、各税目の納税通知書に記載してある納期内
に納めてください。納期限を過ぎますと督促手数料や
延滞金がかかりますので、ご注意ください。

法人町民税の納税義務者等の情報を電子化し､賦課徴
収事務の向上を図るためのシステムを導入します。

新

本庁舎税務課窓口
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●●●行財政改革の推進●●●

（ ％ ）

◇

◇

◇

◇

◇

（ ％ ）
（ ％ ）

◇

◇

◇

経済センサス活動調査 100 万円

町 1.3 万円 1

　◆主な経費

●財源内訳●
県 101.6 万円 99

学校基本調査 2.3 万円

万円

《担当： 企画 課 企画政策 係》

○ 指定統計調査事業 102.9

1,775.9 万円計算センター町村電算システム負担金

民生費負担金 840.0 万円

消防費負担金 2億2,804.6 万円

計算センター費負担金 4,077.6 万円
議会・総務費負担金 1,427.2 万円

広域行政組合運営事業 3億925.3 万円

　◆主な経費

●財源内訳●
3億925.3 万円 100町

経済センサス管理・修正 0.6 万円

《担当： 企画 課 企画政策 係》

○

　単町で運営するのではなく、峡南５町が峡南広域
行政組合に負担金を出し合って運営する事業があり
ます。これらは消防署や計算センター等の運営に使
われ暮らしやすい町をつくります。

国の進む方向を見いだすための基礎資料を得るた
めに、各種基本調査（学校基本調査、経済センサス
活動調査）が全国で実施されます。町民の皆様のご
協力をお願いします。

消防署を見学する保育園児
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